
第67回里庄町産業文化祭企画運営業務委託事業に係る  

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

里庄町(以下、本町)では、毎年 11 月３日に地域産業の振興と文化の向上を

図ることを目的に産業文化祭を開催している。町内企業や各種団体が多数出店

し、各企業の製品や特産品の販売・ＰＲ、舞台ステージなどを行い、来場者と

出店者の交流を通じて地域の活性化を図る。産業文化祭の開催にあたり、出店

者の募集から準備・運営まで一括で委託し実施することで、内容の一新、来場

者の満足度の向上を図る。 

ついては、業務の取組方針やイベント内容の提案を広く受け、委託業務の履

行に最も適した受託候補者を選定するため、公募型プロポーザルを実施する。 

 

２ 業務概要 

(１) 業 務 名 第 67 回里庄町産業文化祭企画運営業務 

(２) 業 務 内 容 第 67回里庄町産業文化祭企画運営業務委託仕様書のとおり。 

(３) 業 務 期 間 契約締結日から令和６年 12 月 27 日（金曜日） 

(４) 業 務 規 模 契約限度額：4,300 千円(消費税及び地方消費税を含む。) 

 

３ 応募要件 

次に掲げる事項を全て満たしていること。  

(１)令和５年度里庄町入札参加資格を有している者であること。 

(２)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の４第１項の規定に該

当する者でないこと。 

(３)里庄町から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者

でないこと。 

(４)里庄町暴力団排除条例(平成 23 年里庄町条例第９号)第６条の規定による

措置を受けている者でないこと。 

(５)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の

決定を受けている者を除く。) ではないこと。 

(６)本業務を通じて得た情報により、事業者として新たな営利を得るものでな

いこと。 

(７)税の滞納がなく、完納していること。  

(８)本業務を執行するために必要な能力を持った者が配置される予定である

こと。 

(９)過去７年以内に、国、地方公共団体等の公的機関において、イベント運営

委託業務の契約実績を２件以上有すること。  

 

 

 

 



４ スケジュール 

行  程 日  程 

公募開始、ホームページ公表 令和６年４月22日(月曜日) 

質問書受付締切 令和６年４月30日(火曜日)正午まで 

参加申込書提出締切 

企画提案書受付締切 
令和６年５月10日(金曜日)【必着】 

参加資格審査結果通知 

審査会開催通知 
令和６年５月13日(月曜日) 

審査会 令和６年５月21日(火曜日) 

企画提案審査結果通知 令和６年５月24日(金曜日) 

 

５ 業務契約に関する事務を担当する課の名称等  

 里庄町企画商工課 

〒719-0398 

岡山県浅口郡里庄町大字里見 1107 番地２ 

TEL：0865-64-3114 FAX：0865-64-3126 

  E-mail:kikaku@town.satosho.lg.jp 

 

６ 実施要領・仕様書等配布場所 

(１)配布期間 

令和６年４月 22日(月曜日)から令和６年５月10日(金曜日 )の午前８時30

分から午後５時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く。)。 

(２)配布場所 

上記５の場所とする。 

また、里庄町企画商工課ホームページからもダウンロードすることができ

る(https://www.town.satosho.okayama.jp/)。 

 

７ 質問の受付及び回答 

(１)質問の受付 

本業務に関する質問がある場合は、第 67 回里庄町産業文化祭企画運営業

務委託事業質問・回答書(様式第１号)で、令和６年４月 30 日(火曜日)の

正午までに、ＦＡＸ又は電子メールにより行うこと。  

(２)質問の回答 

ＦＡＸ又は電子メールにより回答するとともに、里庄町ホームページで公

表する。 

 

８ 参加申込方法 

(１)提出書類 

上記「３応募要件」を全て満たし、企画提案への参加を希望する事業者は、

別紙「提出書類一覧」の書類一式を提出すること。なお、企画提案書は７

部(正本１部、副本６部)、その他の書類は１部ずつ提出すること。 

(２)提出方法 

持参又は郵送(書留郵便の他、これに準じる方法に限る。) 



(３)提出締切及び提出先 

締 切：令和６年５月 10 日(金曜日)午後５時 15 分必着 

提出先：上記５の場所  

(４)結果の通知 

参加資格審査結果及び審査会開催通知は、令和６年５月13日(月曜日)中に

電子メールで通知する。 

 

９ 審査会について 

  企画提案者は、上記８で提出した企画提案書に沿った内容でプレゼンテーシ

ョンを行わなければならない。 

 (１)審査会日時 

令和６年５月 21 日(火曜日) 

企画提案者には別途通知する。 

(２)説明時間 

  持ち時間は 30 分以内(＋質疑 10 分以内)とする。 

(３)説明会場 

  本庁舎２階第二会議室 

(４)説明者 

  説明者は２人以内とする。 

(５)その他 

①パソコンを用いてのプレゼンテーションも可とするが、その際は審査会

前日までに里庄町企画商工課へ申し出ること。プロジェクター、スクリ

ーン、HDMI ケーブルは里庄町企画商工課で用意するが、その他の機器

については、提案者が用意すること。  

②審査の順番は原則として企画提案書の提出順とする。また、審査は個別

に行い非公開とする。 

 

10 審査方法及び審査結果 

(１)審査方法 

企画提案書の提案内容及び、上記９の内容を、別に定める審査要領により

審査し、最高評価点を得た企画提案者を契約候補者とする。なお、得点が

同点となった場合は、審査会の合議により決定する。  

(２)審査結果の通知 

審査会に参加した全事業者に対して通知書（様式第３号又は様式第４号）

を電子メールで通知する。 

 

11 失格事項 

参加者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。また、契約締結以降

に失格事項に該当した場合、又は、欠格事項が判明した場合は契約解除事由

に該当する。 

(１)本実施要領に示された参加資格を満たしていないことが判明した場合 

(２)提出書類に虚偽の内容が判明した場合 

(３)談合、不正行為等を行ったと認められる場合 

(４)審査会に参加しなかった場合 

(５)その他本実施要領に適合しない場合 



12 その他 

 (１)応募に係る一切の費用は、提出者の負担とする。 

 (２)提出された書類は返却しない。なお、提出された書類は本件審査の目的以

外に使用しない。  

 (３)提出期限以降における書類の差し替え、再提出は認めない。  

 (４)その他必要な事項は、里庄町長が別に定める。 

 


